
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
小
平
市
小
川
東
町
一
丁
目
一
八
番
六
号

日
本
月
販
株
式
会
社

代
表
清
算
人

植
野

道
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
西
東
京
市
向
台
町
二

六

三

二
〇
二

合
同
会
社
Ｔ
Ｎ
Ｓ

清
算
人

浅
見

健
太

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
一
八
番
二
三

一

〇
〇
五
号

日
本
真
珠
宝
石
株
式
会
社

代
表
清
算
人

熊
田
あ
け
み

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
葛
飾
区
東
金
町
一
丁
目
一
番
二
号

ベ
ニ
シ
ュ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

加
納

舞
乙

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二

八

一

株
式
会
社
ｆ
ｏ
ｒ

Ｏ
ｕ
ｒ

Ｋ
ｉ
ｄ
ｓ

代
表
清
算
人

渡
邉

登

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
三
丁
目
三
四
番
七
号

株
式
会
社
Ｚ
Ｅ
Ｎ

Ｆ
Ｌ
Ｏ
Ｗ

代
表
清
算
人

西
村

太
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
武
蔵
村
山
市
大
南
一
丁
目
一
一
三
番
地
の

三
九

有
限
会
社
ア
ド
・
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

清
算
人

井
手

敏
郎

解
散
公
告

当
法
人
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月

三
十
一
日
に
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
高
座
郡
寒
川
町
岡
田
一
丁
目
一
番
地
一
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｗ
Ｅ
21
ジ
ャ
パ
ン
寒
川

清
算
人

三
澤
み
あ
き

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

横
浜
市
青
葉
区
千
草
台
四
六
番
地
三
一

有
限
会
社
ク
リ
ー
ン
キ
ン
グ

清
算
人

木
野
内
理
恵
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
二
俣
川
一
丁
目
六
五
番
地

一
九

合
同
会
社
ｉ

Ｄ
Ｏ
Ｇ
プ
ラ
イ
ム

清
算
人

齋
藤
公
志
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
東
林
間
二
丁
目
一
〇
番

七
号

有
限
会
社
無
我
物
産

清
算
人

奥
村

次
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

横
浜
市
青
葉
区
荏
子
田
三
丁
目
一
八
番
地
一
九

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
バ
リ
ュ
ー
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

代
表
清
算
人

舟
橋
金
之
介

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
宮
ノ
下
一
一
一
番
地
五

株
式
会
社
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ホ
ン
ダ

代
表
清
算
人

根
岸
こ
ず
え

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山
手
町
八
九
番
一

銘
源
株
式
会
社

代
表
清
算
人

出
雲

暁

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
美
し
が
丘
一
丁
目
一
三

番
地
一
〇
吉
村
ビ
ル
一
〇
七
号

ス
テ
ラ
マ
リ
ス
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社

清
算
人

大
高

弓
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
久
本
三
丁
目
六
番
三

五
〇
八
号

遊
学
株
式
会
社

代
表
清
算
人

野
辺

武
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

石
川
県
金
沢
市
横
川
五
丁
目
二
六
七
番
地

鍛
治
商
産
株
式
会
社

代
表
清
算
人

鍛
治

英


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